
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
十
九
条
及
び
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
第
七
条
（
同
令
附
則
第
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
手
帳
の
交
付
の
請
求
）

第
一
条
　
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
戦
傷
病
者
手
帳
交
付
請
求
書

（
様
式
第
一
号
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
民
票
の
写
し
又
は
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本

二
　
公
務
上
の
傷
病
に
よ
る
障
害
に
つ
い
て
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
増
加
恩
給
、
傷
病
年
金
、
傷
病
賜
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給
付
の
裁
定
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
請
求
の
当
時
に
お
け
る
障
害
が
公
務
上
の
傷
病
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
請
求
の
当
時
に
お
け
る
負
傷
又
は
疾
病
が
公
務
上
の
傷
病
で
あ
る
こ

と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
こ
れ
ら
の
書
類
が
な
い
と
き
は
、
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書
）

四
　
請
求
の
当
時
に
お
け
る
公
務
上
の
傷
病
又
は
こ
れ
に
起
因
す
る
障
害
の
状
態
に
つ
い
て
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

五
　
写
真

（
手
帳
の
様
式
）

第
二
条
　
戦
傷
病
者
手
帳
の
様
式
は
、
様
式
第
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
記
載
事
項
の
訂
正
）

第
三
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
記
載
事
項
の
訂
正
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
変
更
届
に
当
該
変
更
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
（
他
の
都
道
府
県
の

区
域
に
居
住
地
を
移
し
た
と
き
は
、
新
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
と
す
る
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
帳
の
再
交
付
の
請
求
）

第
四
条
　
戦
傷
病
者
は
、
戦
傷
病
者
手
帳
を
破
り
、
よ
ご
し
、
又
は
失
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
記
載
し
た
書
類
を
請
求
書
に
添
え
て
、
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
に
再
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
戦
傷
病
者
手
帳
を
破
り
、
又
は
よ
ご
し
た
戦
傷
病
者
が
前
項
の
請
求
を
す
る
場
合
に
は
、
請
求
書
に
、
そ
の
戦
傷
病
者
手
帳
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
戦
傷
病
者
は
、
戦
傷
病
者
手
帳
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
つ
た
戦
傷
病
者
手
帳
を
発
見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
帳
の
返
還
）

第
五
条
　
戦
傷
病
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
死
亡
の
届
出
義
務
者
は
、
速
や
か
に
、
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
際
に
お
け
る
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
戦
傷
病
者

手
帳
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
戦
傷
病
者
の
相
談
及
び
指
導
の
業
務
の
委
託
）

第
五
条
の
二
　
法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
委
託
は
、
そ
の
委
託
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
担
当
す
る
都
道
府
県
の
区
域
を
定
め
、
か
つ
、
三
年
以
内
の
期
間
を
限
つ
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
戦
傷
病
者
相
談
員
の
数
）

第
五
条
の
三
　
法
第
八
条
の
二
第
二
項
の
戦
傷
病
者
相
談
員
（
以
下
「
相
談
員
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
都
道
府
県
の
区
域
ご
と
に
、
戦
傷
病
者
の
数
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

（
委
託
の
解
除
）

第
五
条
の
四
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
相
談
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
相
談
員
に
対
す
る
法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
委
託
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
業
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
に
堪
え
な
い
場
合

二
　
業
務
を
怠
り
、
又
は
業
務
上
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合

三
　
相
談
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
の
あ
つ
た
場
合

（
療
養
の
給
付
）

第
六
条
　
法
第
十
条
に
規
定
す
る
療
養
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
療
養
給
付
請
求
書
（
様
式
第
三
号
の
一
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
負
傷
し
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
と
き
か
ら
請
求
の
と
き
ま
で
の
間
の
症
状
及
び
療
養
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

二
　
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
現
症
証
明
書
（
様
式
第
三
号
の
二
）

三
　
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
戦
傷
病
者
手
帳

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
請
求
に
基
づ
い
て
療
養
の
給
付
を
行
な
う
と
き
は
、
療
養
券
（
様
式
第
三
号
の
三
）
を
療
養
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
療
養
券
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
に
当
た
つ
て
は
、
療
養
券
を
指
定
医
療
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
療
養
の
給
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
療
養
の
給
付
の
内
容
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
に
、
現
症
証
明
書
を
添
え
て
、
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
診
療
報
酬
の
請
求
）

第
七
条
　
指
定
医
療
機
関
は
、
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
命

令
（
平
成
四
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
指
定
医
療
機
関
が
行
つ
た
医
療
に
係
る
診
療
報
酬
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。

1



（
療
養
費
の
支
給
の
請
求
）

第
八
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
療
養
費
支
給
請
求
書
（
様
式
第
十
号
）
に
、
各
月
ご
と
に
作
成
し
た
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
及
び
当
該
療
養
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
添

え
て
、
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
療
養
手
当
の
支
給
の
請
求
）

第
九
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
療
養
手
当
支
給
請
求
書
（
様
式
第
十
一
号
）
を
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
療
養
手
当
の
支
給
終
了
等
の
通
知
）

第
十
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
療
養
手
当
の
支
給
を
終
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
当
該
療
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
療
養
手
当
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
当
該
療
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
葬
祭
費
の
支
給
の
請
求
）

第
十
一
条
　
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
葬
祭
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
葬
祭
費
支
給
請
求
書
（
様
式
第
十
二
号
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
際
に
お
け
る
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
診
断
書
又
は
死
体
検
案
書

二
　
請
求
者
が
法
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
遺
族
（
以
下
「
遺
族
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
死
亡
し
た
者
と
請
求
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
そ
の
他
の
書
類
（
請
求
者
が

死
亡
し
た
者
の
配
偶
者
で
あ
つ
て
、
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
情
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
と
す
る
。
）
及
び
そ
の
者
が
葬
祭
を
行
う
旨
の

申
立
書

三
　
請
求
者
が
遺
族
で
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
が
葬
祭
を
行
な
つ
た
旨
の
申
立
書

（
更
生
医
療
の
給
付
の
請
求
）

第
十
二
条
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
更
生
医
療
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
更
生
医
療
給
付
請
求
書
（
様
式
第
十
三
号
）
を
、
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
更
生
医
療
の
給
付
）

第
十
三
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
の
請
求
に
基
づ
い
て
更
生
医
療
の
給
付
を
行
な
う
と
き
は
、
更
生
医
療
券
（
様
式
第
十
四
号
）
を
請
求
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
更
生
医
療
券
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
更
生
医
療
を
受
け
る
に
当
た
つ
て
は
、
更
生
医
療
券
を
指
定
医
療
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
七
条
の
規
定
は
、
更
生
医
療
の
給
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
補
装
具
の
支
給
等
の
請
求
）

第
十
四
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
補
装
具
の
支
給
又
は
修
理
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
補
装
具
支
給
請
求
書
又
は
補
装
具
修
理
請
求
書
（
様
式
第
十
五
号
）
を
、
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
補
装
具
の
支
給
）

第
十
五
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
の
請
求
に
基
づ
い
て
、
業
者
に
委
託
し
て
補
装
具
の
支
給
又
は
修
理
を
行
な
う
と
き
は
、
補
装
具
交
付
券
又
は
補
装
具
修
理
券
（
様
式
第
十
六
号
）
を
請
求
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
補
装
具
交
付
券
又
は
補
装
具
修
理
券
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
業
者
に
提
出
し
、
補
装
具
の
交
付
又
は
修
理
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

（
国
立
保
養
所
へ
の
入
所
の
請
求
）

第
十
六
条
　
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
国
立
保
養
所
に
入
所
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
立
保
養
所
入
所
請
求
書
に
医
師
の
診
断
書
及
び
家
庭
状
況
調
書
を
添
え
て
、
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
国
立
保
養
所
入
所
請
求
書
、
診
断
書
及
び
家
庭
状
況
調
書
の
様
式
は
、
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
長
が
定
め
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
十
六
条
の
二
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
長
に
委
任
す
る
。

（
請
求
の
却
下
通
知
）

第
十
七
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
条
、
第
四
条
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
に
規
定
す
る
請
求
を
却
下
す
る
と
き
は
、
請
求
者
に
対
し
文
書
を
も
つ
て
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
添
附
書
類
の
省
略
）

第
十
八
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
請
求
書
又
は
届
書
を
提
出
す
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
添
附
す
べ
き
書
類
の
一
部
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
戦
傷
病
者
認
定
票
の
様
式
）

２
　
戦
傷
病
者
認
定
票
の
様
式
は
、
様
式
第
十
七
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
療
養
給
付
認
定
票
の
交
付
の
請
求
）

４
　
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
療
養
給
付
認
定
票
の
交
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
療
養
給
付
認
定
票
交
付
請
求
書
（
様
式
第
十
八
号
）
に
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添
え
て
、
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
療
養
を
必
要
と
す
る
負
傷
又
は
疾
病
が
未
復
員
中
に
お
け
る
自
己
の
責
に
帰
す
こ
と
の
で
き
な
い
理
由
に
よ
る
旨
の
申
立
書
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二
　
負
傷
し
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
と
き
か
ら
請
求
の
と
き
ま
で
の
間
の
症
状
及
び
療
養
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

三
　
請
求
の
当
時
に
お
け
る
負
傷
又
は
疾
病
の
状
態
に
つ
い
て
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

（
療
養
給
付
認
定
票
の
様
式
）

５
　
療
養
給
付
認
定
票
の
様
式
は
、
様
式
第
十
九
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
療
養
給
付
認
定
票
の
交
付
を
受
け
た
者
に
関
す
る
準
用
規
定
）

６
　
法
附
則
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
療
養
給
付
認
定
票
の
交
付
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
第
十
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
七
月
九
日
厚
生
省
令
第
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
七
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
、
昭
和
四
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
一
二
月
一
日
厚
生
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
一
月
一
〇
日
厚
生
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
一
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
二
月
二
三
日
厚
生
省
令
第
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
五
日
厚
生
省
令
第
二
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
規
則
、
未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
施
行
規
則
、
引
揚
者
給
付
金
等
支
給
法
施
行
規
則
、
未
帰
還
者
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施

行
規
則
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
施
行
規
則
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規

則
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
又
は
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
遺
族
援
護
法
施
行
規
則
等
」

と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
琉
球
政
府
の
当
局
又
は
沖
縄
事
務
局
長
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
手
続
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
遺
族
援
護
法
施
行
規
則
等
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
、
沖
縄
県
知
事
に
対
し
て
さ
れ
た
手
続
と

み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
四
十
九
年
二
月
一
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
又
は
医
療
に
係
る
費
用
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
八
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
〇
月
一
二
日
厚
生
省
令
第
三
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
四
十
九
年
十
月
一
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
又
は
医
療
に
係
る
費
用
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
四
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
一
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
又
は
医
療
に
係
る
費
用
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
八
月
二
日
厚
生
省
令
第
三
六
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
か
ら
附
則
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
、
附
則
第
十
四
条
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
一
号
様
式

及
び
第
四
号
の
二
様
式
の
改
正
規
定
、
附
則
第
十
五
条
中
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
八
号
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二
十
条
中
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二
十
二
条
中
老
人
医
療
費
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二
十
三
条
中
戦
傷
病
者
特
別

援
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
十
四
号
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二
十
四
条
中
母
子
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
五
号
）
様
式
第
一
号
の
改
正
規
定
並

び
に
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
医
療
券
の
経
過
措
置
）

第
二
十
八
条
　
昭
和
五
十
一
年
十
月
一
日
に
お
い
て
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
育
成
医
療
券
、
療
育
券
、
更
生
医
療
券
、
被
爆
者
健
康
手
帳
、
老
人
医
療
費
受
給
者
証
、
療
養
券
及
び
養
育
医
療
券
（
以
下
「
医
療
券
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ

て
、
公
費
負
担
者
番
号
及
び
公
費
負
担
医
療
の
受
給
者
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
医
療
券
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
八
月
七
日
厚
生
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
三
日
厚
生
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
及
び
板
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
て
改
正
後
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
九
日
厚
生
省
令
第
五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
八
条
中
老
人
保
健
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
十
二
条
中
老
人
保
健
施
設
の
施
設
及
び
設
備
、
人
員
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
第
二
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
二
条
中
戦
傷
病
者
特
別
援

護
法
施
行
規
則
様
式
第
十
四
号
（
１
）
及
び
様
式
第
十
四
号
（
２
）
の
改
正
規
定
（
「
／
昭
和
／
平
成
／
」
を
「
平
成
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
七
条
の
規
定
、
附
則
第
八
条
の
規
定
、
附
則
第
十
四
条
の
規
定
、

附
則
第
十
九
条
の
規
定
及
び
附
則
第
二
十
三
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
様
式
第
十
四
号
（
１
）
及
び
様
式
第
十
四
号
（
２
）
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
〇
月
一
四
日
厚
生
省
令
第
六
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
六
年
十
月
一
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
、
指
定
老
人
訪
問
看
護
並
び
に
施
設
療
養
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
厚
生
省
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
二
七
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
一
日
厚
生
省
令
第
九
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
九
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
様
式
第
三
号
（
二
）
及
び
様
式
第
十
四
号
（
二
）
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
中
第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
六
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
及
び
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
　
番
号
利
用
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
）

（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
同
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
１
号
（
第
１
条
関
係
）

様式第1号(第1条関係) 

戦 傷 病 者 手 帳 交 付 請 求 書 

ふりがな   明治 
大正 
昭和 

  年  月  日生 
もとの

身分等 
  

氏 名   

本 籍 

 (        ) 

現住所 

 
  

公 務 上 の

傷 病 名 
  

障害の有無 有・無 障 害 名   

療養の要否 要・否 

療養を必要と

する傷病名   

療養を受け

ようとする

医療機関の

所在地及び

名称 

  
療養を必要

とする期間 

令和  年  月  日から 

令和  年  月  日まで 

入 院 

入院外 

傷病恩給等

の裁定状況 

受 給 
種

別 

法 
等

級 

 項・款・目症 

 

  級 

無期 

有期( 年 月まで) 

一時金 

有
無 

身体障害者手帳番号等    No.             第      級 

 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳を交付されたく、関係書類を添え

て請求します。 

 

  令和  年  月  日 

 

氏 名                 

 

  都道府県知事      殿 

注 意 

 1 本籍欄の( )内には、退職時の本籍を記載してください。 

 2 障害の有無欄、療養の要否欄及び傷病恩給等の裁定状況欄は、該当する文字を○で囲

んでください。 

 3 傷病恩給等の裁定状況欄のうち、種別欄には、根拠法令を記載し、等級欄の無期、有

期、一時金の別は該当する文字を○で囲み、有期の場合は、その終期を記載してくださ

い。 

備考 この用紙は、A列4番とすること。 
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様
式
第
２
号
（
第
２
条
関
係
）

様式第2号(第2条関係) 

(第1面)                      (第2面)  

    

7.5cm 

      

  

  

 第   号 

 

 

4cm 

 

写

真 

  

11.8

cm 

戦 傷 病 者 手 帳 

厚 生 労 働 省 

契印 

  
3cm 

  

発 行 者   印 
  

  

交付年月日 令和   年   月   日 
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(第3面)                       (第4面) 

          

氏 名  

  

 障 害 事 項(当初) 

  

生 年 月 日 

明治 

大正    年   月   日 

昭和 

年 月 日 年   月   日  

軍 人 軍 属

等 の 別 

  

障害の有無 有 ・ 無 

本 籍 

  

障 害 名 

  

現 住 所 

  
傷

害

の

程

度 

傷 病 恩

給 等 の

種 別 

法  

(支給の終期  年 月)  

身体障害者

手帳番号等 
No.         第   級 等 級 

項・款・目症  

級   

備考 

取 扱 者 印 

  

備考 

    

 

9



(第5面)                       (第6面) 

      

  

 障 害 事 項(変更) 

    

 療 養 認 定 事 項 欄 

  

年 月 日 年   月   日  傷 病 名 
認 定

年 月 日 

転 帰

年 月 日 

取 扱

者印 

障害の有無 有 ・ 無 

                

障 害 名 

  

                

障

害

の

程

度 

傷 病 恩

給 等 の

種 別 

法 

(支給の終期  年 月)  

等 級 
項・款・目症 

級 

                

取 扱 者 印 

  

備 考 備 考 

    

10



                     (第7面) 

注 意 事 項 

1 療養の給付や更生医療の給付などは、この手帳だけ

では受けられませんから、別に請求の手続をとつてく

ださい。 

2 この手帳の記載事項に変更があつたときは、すぐそ

の旨を届け出てください。 

3 この手帳が不要になつたときは、発行者へお返しく

ださい。 

4 この手帳は、他人に譲つたり、貸したりしてはいけ

ません。 

5 この手帳は、破つたり、なくさないように大切にお

もちください。 
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様
式
第
３
号
の
１
（
第
６
条
関
係
）

様式第3号の1(第6条関係) 

療 養 給 付 請 求 書 

ふ り が な 

 

氏 名 

  

戦傷病者

手帳番号 

  
明治 

大正     年  月  日生 

昭和 

療養の給付を必

要とする傷病名 
  

原傷病名 

(当初の公務上

の傷病名) 

  

※ 

既に認定を受け

た傷病名 

(1)       (初・併) 

(2)       (初・併) 

(3)       (初・併) 

※ 

認定を受け

た年月日 

(1)   年  月  日 

(2)   年  月  日 

(3)   年  月  日 

療養を必要とす

る期間 

 令和   年   月   日から 

 

 令和   年   月   日まで 

入 院 

入 院 外 

訪問看護等 

療養を受けよう

とする医療機関

の所在地及び名

称 

  

  戦傷病者特別援護法による療養の給付(併発症の認定)を受けたく、関係書類を添えて

請求します。 

   令和  年  月  日 

現住所                  

氏 名                  

  都道府県知事     殿 

 注意 

  1 ※印欄は、併発症の認定を請求する場合のみ記入すること。 

  2 「既に認定を受けた傷病名」欄は、療養給付開始当初に認定を受けた傷病又はその

後認定を受けた併発症の別に応じて「初」又は「併」のいずれかを○印で囲むこと。 

 備考 この用紙は、A列4番とすること。 
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様
式
第
３
号
の
２
（
第
６
条
関
係
）

様式第3号の2(第6条関係) 

現 症 証 明 書 

氏 名 

 

男
・
女 

傷病名   
明治 

大正        年  月  日生 

昭和 

現症所見

の 概 要 

一 般 症 状   

局 所 症 状   

X 線 所 見   

検 査 成 績   

療養を必要と

する期間 

令和  年  月  日から 

 

令和  年  月  日まで 

入 院 

入 院 外 

訪問看護等 

今 後 の

治療方針

の 概 要 

  

そ の 他

参考事項 
  

 上記のとおり証明します。 

  令和  年  月  日 

医療機関の名称及び所在地              

医師又は歯科医師の氏名              

備考 この用紙は、A列4番とすること。 
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様
式
第
３
号
の
３
（
１
）
（
第
６
条
関
係
）

様式第 3号の 3(1)(第 6条関係) 

療 養 券 (病院・診療所用) 

公費負担者番号 

                

認 定 年 月 日 

公費負担医療の

受 給 者 番 号 

                
昭和 

平成 

令和 

年 月 日  

戦

傷

病

者 

氏 名 

  

生年月日 

明治 

大正 

昭和 

年 月 日  

現 住 所 
  

療養を必要とす

る傷病名 

  

療養を認める

期間 

  令和   年   月   日から   入 院 

  令和   年   月   日まで   入院外 

療養を受けよう

とする医療機関

(病院・診療所) 

所 在 地 
  

名 称 
  

  上記のとおり決定する。 

 

   令和  年  月  日 

都道府県知事 氏 名 印  

注意 

 1 この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して 3か月

以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。 

 2 この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して 6か月以

内に、都道府県を被告として(訴訟において都道府県を代表する者は都道府県知事)提起

することができます(なお、処分の通知を受けた日から 6か月以内であっても、処分の

日から 1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して 3か月以内に審査請求をした場合に

は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して 6か月以内に提起しなければならないこととされています。 

備考 この用紙は、A列 4番とすること。 
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様
式
第
３
号
の
３
（
２
）
（
第
６
条
関
係
）

様式第 3号の 3(2)(第 6条関係) 

療養券(指定訪問看護事業者・指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者用) 

公費負担者番号 

                

認 定 年 月 日 

公費負担医療の

受 給 者 番 号 

                昭和 

平成 

令和 

年 月 日 

戦
傷
病
者 

氏 名 

  

生年月日 

明治 

大正 

昭和 

年 月 日 

現 住 所 
  

療養を認める

期間 

  令和     年     月     日から 

  令和     年     月     日まで 

療養を受けよう

とする医療機関

(指定訪問看護

事業者・指定居宅

サービス事業者・

指定介護予防サー

ビス事業者)名 

  

訪問看護ステー

ション・居宅

サービス事業所

・介護予防サー

ビス事業所 

所在地 
  

名 称 
  

療養を受けよう

とする医療機関

(病院・診療所) 

所在地   

名 称   

 

  上記のとおり決定する。 

 

    令和  年  月  日 

 

都道府県知事 氏 名 印  

注意 

 1 この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して 3か月

以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。 

 2 この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して 6か月以

内に、都道府県を被告として(訴訟において都道府県を代表する者は都道府県知事)提起

することができます(なお、処分の通知を受けた日から 6か月以内であっても、処分の

日から 1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して 3か月以内に審査請求をした場合に

は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して 6か月以内に提起しなければならないこととされています。 

備考 この用紙は、A列 4番とすること。 
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様
式
第
３
号
の
３
（
３
）
（
第
６
条
関
係
）

様式第 3号の 3(3)(第 6条関係) 

療 養 券 (薬 局 用) 

公費負担者番号 

                

認 定 年 月 日 

公費負担医療の

受 給 者 番 号 

                
昭和 

平成 

令和 

年 月 日 

戦

傷

病

者 

氏 名 

  

生年月日 

明治 

大正 

昭和 

年 月 日 

現 住 所 
  

療養を認める

期間 

  令和    年    月    日から 

  令和    年    月    日まで 

療養を受けよう

とする医療機関

(薬局) 

所在地 
  

名 称 
  

療養を受けよう

とする医療機関

(病院・診療所) 

所在地 
  

名 称 
  

  上記のとおり決定する。 

 

   令和  年  月  日 

都道府県知事 氏 名 印  

注意 

 1 この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して 3か月

以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。 

 2 この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して 6か月以

内に、都道府県を被告として(訴訟において都道府県を代表する者は都道府県知事)提起

することができます(なお、処分の通知を受けた日から 6か月以内であっても、処分の

日から 1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して 3か月以内に審査請求をした場合に

は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して 6か月以内に提起しなければならないこととされています。 

備考 この用紙は、A列 4番とすること。 
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様
式
第
４
号
か
ら
様
式
第
９
号
ま
で
　
削
除

様
式
第
１
０
号
（
第
８
条
関
係
）

 

様式第10号(第8条関係) 

療 養 費 支 給 請 求 書 

 

 

金         円 

 

(内訳別紙のとおり) 

 

 

  戦傷病者特別援護法第17条の規定により令和  年  月分療養費の支給を受けたく

請求します。 

 

 

   令和  年  月  日 

  現 住 所 

 

 

戦傷病者

手帳番号 

 

 

氏 名 

  

 

 

 

 

  都道府県知事      殿 

 備考 この用紙は、A列4番とすること。 
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様
式
第
１
１
号
（
第
９
条
関
係
）

 

様式第11号(第9条関係) 

療 養 手 当 支 給 請 求 書 

氏 名 

  
生年

月日 

明治 

大正   年  月  日生 

昭和 

戦傷病者手帳 

第 号 

  

入院中の病院

又は診療所の

所在地・名称 

  

傷 病 名 
  

最近一年間に

おける療養の

状況 

病院又は診療所の名称 入 院 期 間 備 考 

  
  年  月から  年  月まで 

  

  
  年  月から  年  月まで 

  

  
最 寄 の

郵便局名 

  

 

 

  戦傷病者特別援護法第18条の規定により療養手当の支給を受けたく請求します。 

 

 

   令和  年  月  日 

 

現住所                       

氏 名                       

 

 

  都道府県知事     殿 

 備考 この用紙は、A列4番とすること。 
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様
式
第
１
２
号
（
第
１
１
条
関
係
）

様式第12号(第11条関係) 

葬 祭 費 支 給 請 求 書 

死

亡

し

た

者 

氏 名 

  
生 年

月 日 

明治 

大正   年  月  日生 

昭和 

戦 傷 病 者 手 帳 

第 号 

  

死 亡 年 月 日 
  

死 亡 し た 場 所 
  

死 亡 し た 原 因 
  

  
最 寄 の

郵便局名 

  

 

 戦傷病者特別援護法第19条の規定による葬祭費の支給を受けたく、関係書類を添えて

請求します。 

 

 

   令和  年  月  日 

  現 住 所 

 

死亡した者

と の 続 柄 

 

氏 名   

 

 

   都道府県知事      殿 

 備考 この用紙は、A列4番とすること。 
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様
式
第
１
３
号
（
第
１
２
条
関
係
）

様式第13号(第12条関係) 

更 生 医 療 給 付 請 求 書 

氏 名 

  
生 年

月 日 

明治 

大正  年  月  日生 

昭和 

戦傷病者手帳

第 号 

  

障 害 名 
  

障害の程度 
  

 

 

 戦傷病者特別援護法第20条の規定による更生医療の給付を受けたく、関係書類を添え

て請求します。 

 

 

   令和  年  月  日 

 

 

 

 

現住所                      

 

氏 名                      

 

 

   都道府県知事     殿 

 備考 この用紙は、A列4番とすること。 
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様
式
第
１
４
号
（
１
）
（
第
１
３
条
関
係
）

様式第 14号(1)(第 13条関係) 

更生医療券(病院・診療所用) 

公費負担者番号 

                

交 付 年 月 日 

公費負担医療の

受 給 者 番 号 

                平成 

令和 
年 月 日  

戦

傷

病

者 

氏 名 

  

生年月日 

明治 

大正 

昭和 

年 月 日  

現 住 所 

  

職 業 

現 職 
  

希望職業 
  

原傷病名   

現在の障害部

位及び程度 
  

医療の具体的方

針 

入 院 

入院外 

  

指定医療機関(病

院・診療所)名 

  
指定医療機関(病院・

診療所)所在地 

  

医 療 費 概 算 額 
  

診療予定期間 
  

有効

期間 

自  月  日 

至  月  日 

  上記のとおり決定する。 

 

 

    令和  年  月  日 

 

都道府県知事 氏 名 印     

注意 

 1 この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して 3か月

以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。 

 2 この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して 6か月以

内に、都道府県を被告として(訴訟において都道府県を代表する者は都道府県知事)提起

することができます(なお、処分の通知を受けた日から 6か月以内であっても、処分の

日から 1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して 3か月以内に審査請求をした場合に

は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して 6か月以内に提起しなければならないこととされています。 

備考 この用紙は、A列 4番とすること。 
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様
式
第
１
４
号
（
２
）
（
第
１
３
条
関
係
）

様式第 14号(2)(第 13条関係) 

更生医療券(指定訪問看護事業者・指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者用) 

公費負担者番号 

                

交 付 年 月 日 

公費負担医療の

受 給 者 番 号 

                平成 

令和 
年 月 日  

戦

傷

病

者 

氏 名 

  

生年月日 

明治 

大正 

昭和 

年 月 日  

現 住 所 
  

訪問看護の具体

的方針 

  

指定医療機関(指

定訪問看護事業者

・指定居宅サービ

ス事業者・指定介

護予防サービス事

業者)名 

  

訪問看護ステーシ

ョン・居宅サービ

ス事業所・介護予

防サービス事業所

名 

  訪問看護ステーシ

ョン・居宅サービ

ス事業所・介護予

防サービス事業所

所在地 

  

指 定 医 療 機 関

(病院・診療所)

名 

  

有 効 期 間 
自  月  日 

至  月  日 

  上記のとおり決定する。 

 

 

    令和  年  月  日 

 

都道府県知事 氏 名 印     

注意 

 1 この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して 3か月

以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。 

 2 この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して 6か月以

内に、都道府県を被告として(訴訟において都道府県を代表する者は都道府県知事)提起

することができます(なお、処分の通知を受けた日から 6か月以内であっても、処分の

日から 1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して 3か月以内に審査請求をした場合に

は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して 6か月以内に提起しなければならないこととされています。 

備考 この用紙は、A列 4番とすること。 
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様
式
第
１
４
号
（
３
）
（
第
１
３
条
関
係
）

様式第 14号(3)(第 13条関係) 

更生医療券(薬局用) 

公費負担者番号 

                

交 付 年 月 日 

公費負担医療の

受 給 者 番 号 

                平成 

令和 

年 月 日  

 
 

戦

傷

病

者 

氏 名 

  

生年月日 

明治 

大正 

昭和 

年 月 日  

現 住 所 

  

指定医療機関

(薬局)名 

  
指定医療機関

(薬局)所在地 

  

指定医療機関

(病院・診療所)

名 

  

有 効 期 間 
自  月  日 

至  月  日 

 

  上記のとおり決定する。 

 

 

    令和  年  月  日 

 

都道府県知事 氏 名  印     

 

注意 

 1 この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して 3か月

以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。 

 2 この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して 6か月以

内に、都道府県を被告として(訴訟において都道府県を代表する者は都道府県知事)提起

することができます(なお、処分の通知を受けた日から 6か月以内であっても、処分の

日から 1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して 3か月以内に審査請求をした場合に

は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して 6か月以内に提起しなければならないこととされています。 

備考 この用紙は、A列 4番とすること。 
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様
式
第
１
５
号
（
第
１
４
条
関
係
）

様式第 15号(第 14条関係) 

補 装 具 支 給 (修 理 )請 求 書 

氏 名   

生 年

月 日 

明治 

大正 

昭和 

年  月  日生 

戦傷病者手帳

第 号 

  

障 害 名   障害の程度   

支給(修理)を受

けたい補装具の

名称 

  

修理を要す

る部位   

希望する製作修

理業者住所・氏

名 

  

製作・修理上特

に希望する事項 
  

 戦傷病者特別援護法第 21条の規定により補装具の支給(修理)を受けたく、請求します。 

 

   令和  年  月  日 

 

              現住所 

 

              氏 名 

 

  都道府県知事      殿 

 備考 この用紙は、A列 4番とすること。 
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様
式
第
１
６
号
（
第
１
５
条
関
係
）

様式第16号(第15条関係) 

補装具 
交 付 

修 理 
券 

戦傷病者手帳の

番 号 
第         号  交付年月日 令和   年  月  日 

氏 名 

  

生 年 月 日 
明治 
大正 
昭和 

年  月  日 

現 住 所   

補装具の名称   修 理 部 位   

処 方   

委託する業者名 

  
委託する業

者の住所 

  

委託報酬予定額   

  上記のとおり決定する。 

 

    令和  年  月  日 

 

都道府県知事  氏 名  印     

 

この券の有効

期限 

受給者が業者に提示する期限 令和  年  月  日 

業 者 の 支 払 請 求 期 限 令和  年  月  日 

判定

検査 

判 定

年月日 
令和 年 月 日 判定員職氏名   

受領 
受 領

年月日 
令和 年 月 日 受領者氏名   

本人と

の関係 

  

注意 

 1 この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月

以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。 

 2 この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以

内に、都道府県を被告として(訴訟において都道府県を代表する者は都道府県知事)提起

することができます(なお、処分の通知を受けた日から6か月以内であっても、処分の日

から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただ

し、処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、

処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算し

て6か月以内に提起しなければならないこととされています。 

備考 この用紙は、A列4番とすること。 
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様
式
第
１
７
号
（
附
則
第
２
項
関
係
）

様式第17号(附則第2項関係) 

(表)   (裏) 

  7.5cm 

11.8cm 

    

  戦 傷 病 者 認 定 票     
注 意 事 項 

1 療養の給付や更生医療の給付などは、この認定票だけで

は受けられませんから、別に請求の手続をとつてください。 

2 この認定票の記載事項に変更があつたときは、すぐその

旨を届け出てください。 

3 この認定票が不要になつたときは、発行者へお返しくだ

さい。 

4 この認定票は、他人に譲つたり、貸したりしてはいけま

せん。 

5 この認定票は、破つたり、なくさないよう大切におもち

ください。 

  

  

第           号 

    

写

真

 

  

氏 名 

生年月日  年  月  日 

軍人軍属等

の別 

  

身体障害者 № 

手帳番号等 第     級 契印 

本 籍   

現 住 所 

障害の程度  法  症  (  年  月まで) 

認定傷病名 

  令和  年  月  日交付 

発 行 者  印 
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様
式
第
１
８
号
（
附
則
第
４
項
関
係
）

様式第18号(附則第4項関係) 

療養給付認定票交付請求書 

ふりがな   

生 年 月 日 

明治 

大正 

昭和 

  年  月  日 
氏 名 

  

本 籍 

  

現 住 所   

もとの身分 

  

復員年月日 

昭和 

平成 

令和 

  年  月  日 

負傷又は疾病

の名称 

  
負傷又は疾

病の発生年

月 

昭和 

平成 

令和 

  年  月  日 

負傷又は疾病

の発生した場

所 

  療養の給付

を必要とす

る期間 

令和 年 月 日から 

令和 年 月 日まで 

入 院 

入院外 

療養の給付を

受けようとす

る医療機関の

名称及び所在

地 

  

 戦傷病者特別援護法附則第11項の規定により療養の給付を受けたく、関係書類を添え

て請求します。 

 

   令和  年  月  日 

氏 名      

  都道府県知事 殿 

備考 この用紙は、A列4番とすること。 
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様
式
第
１
９
号
（
附
則
第
５
項
関
係
）

様式第19号(附則第5項関係) 

(表)   (裏) 

  7.5cm 

11.8cm 

  

注 意 事 項 

1 療養の給付は、この認定票だけでは受けられませんから、別に請

求の手続をとつてください。 

2 この認定票の記載事項に変更があつたときは、すぐその旨を届け

出てください。 

3 この認定票は、療養の給付が終つたときは、発行者へお返しくだ

さい。 

4 この認定票は、他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 

5 この認定票は、破つたり、なくさないように大切におもちくださ

い。 

  

療 養 給 付 認 定 票 

  

番 号 
  

氏 名 
  

軍人軍属

等の別 

  

生年月日 

明治 

大正  年 月 日 

昭和 

本 籍 
  

現 住 所 
  

傷 病 名 
  

  令和  年  月  日交付 

発 行 者  

    

印 
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